
 

歯科地域連携室では、病気やけがなどで歯科医院への通院が困難になった高齢者

などを対象に、医療・介護の関係者や市民の皆様から訪問歯科診療や訪問口腔ケ

アの依頼ならびに相談を受け付けています。 

病院、施設、在宅などで、歯が痛い、歯茎が腫れた、飲み込みが悪い、入れ歯が合

わないなど、訪問歯科診療を希望される方は、訪問歯科診療受付簿または訪問歯

科診療申請書 をダウンロードしていただき、必要事項を記入して、口腔保健センタ

ー内歯科地域連携室へＦＡＸして下さい。 

 

１．対象者          歯科医院への通院が困難な方 

（年齢制限はありません） 

 

２．内 容          口腔全般についての相談と治療 

（口腔衛生、摂食、嚥下についての 

相談と指導、むし歯の処置、入れ歯 

の作製、修理等を行ないます）  

 

３．費 用          往診診療を受けた場合は、健康保険診療の自己負担額をお支払い

いただきます。交通費は患家の負担になります。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

姫路市歯科医師会口腔保健センター内 歯科地域連携室  

姫路市安田 3丁目 107番地  

お問合せ  FAX 079-289-0295 

    電話 ：079-288-5896（電話受付時間・平日 9時から 17時） 

  Email ：center@po.himedent.org 

歯科地域連携室のご案内 

〜訪問歯科診療をご希望の方へ〜 



訪問歯科診療登録医一覧（訪問歯科診療を行う歯科医院のリストです） 

（pdfファイル） 

訪問歯科診療受付簿・申請書はこちら 

 受付簿（一般市民向け）（pdf ファイル） （Word ファイル）  

 申請書（医療・介護関係者者向け）（pdfファイル） （Wordファイル）  

申し込みの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 受付は電話、メールでもお受けします。（電話は受付時間内におかけ下さい。） 

受付簿（申請書）を 

歯科地域連携室にＦＡＸする 

歯科地域連携室から 

かかりつけ歯科医・登録歯科医に 

訪問歯科診療の依頼をする 

かかりつけ歯科医・登録歯科医から 

依頼者に連絡し訪問歯科診療行う 

http://www.himedent.org/wp/wp-content/uploads/2018/02/houmonlist2905.pdf
http://hp.himedent.org/2011houmonuketuke.pdf
http://hp.himedent.org/2011houmonuketuke.doc
http://hp.himedent.org/2011houmonuketuke.pdf
http://hp.himedent.org/2011houmonuketuke.doc

